別紙2　給与所得額および扶養親族等の所得要件の改正による注意事項

＜はじめに＞

所得要件の改正により新たに扶養対象となる扶養親族がいる場合は、扶養控除等異動申告書の入力について、注意事項がありますので詳細をご確認ください。

＜詳細＞

次の通り、令和7年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。
【所得要件】
	扶養親族等の区分
	所得要件
（収入が給与だけの場合の収入金額）

	
	改正後
	改正前

	扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
	58万円以下
（123万円以下）
	48万円以下
（103万円以下）

	配偶者特別控除の対象となる配偶者
	58万円超 133万円以下
（123万円超
　　201万5,999円以下）
	48万円超 133万円以下
（103万円超
　　201万5,999円以下）

	勤労学生
	85万円以下
（150万円以下）
	75万円以下
（130万円以下）



この改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分 扶養控除等申告書」を、給与の支払者に提出することとなります。その場合、「異動月日及び事由」欄は、「令和7年12月1日改正」など、改正による追加であることが分かるように記入します。
なお、従業員の方は、この申告書を、原則として令和7年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができますので、従業員の方に申告を忘れないよう周知してください。
（注）「令和7年分 扶養控除等申告書」に記載する事項に変更はありませんが、様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっていますのでご注意ください。
＜例＞
令和7年12月31日時点の年齢が60歳の親族について、令和7年中の所得の見積額が50万円だったために、令和7年1月に提出した「令和7年分 扶養控除等申告書」に記載していなかった場合などです。

以上
